
交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業費
（円）

交付金充当額
（円）

事業実績 事業効果 所管

1 感染予防等対策事業

①村内唯一の医療機関である大和診療所において，歯
科診療での外来患者の待合時間や診療時間の短縮を図
り，医療従事者や来院者の院内感染予防のために歯科
診療ユニットを確保する。
②特別会計に操出後，歯科診療ユニット購入に係る備
品購入費
③国民健康保険　大和診療所

5,962,000 5,900,000 歯科医療ユニット２台購入
　村内唯一の医療施設で外来患者
の待合時間を短縮することにより
院内感染予防する事ができた。

保健福祉課

2
観光事業者事業継続支援
事業

①コロナ渦で減少した観光客の誘客を促進するため，
宿泊・体験事業利用者へのキャンペーン助成を行うこ
とにより，奄美大島島民を対象とした島内需要喚を推
進し，事業継続支援を図る。
②宿泊・体験キャンペーンに係る助成金
③観光宿泊体験事業者等

813,500 396,000
宿泊件数：783件
体験件数：365件

　奄美大島本島内の島民を対象と
して，マイクロツーリズムの推進
を図ることにより，事業者支援を
図った。

企画観光課

3 事業者事業継続支援事業

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観
光・宿泊・飲食等事業者及び商工事業者の事業継続支
援金を交付することにより，事業者の事業継続支援を
図る。
②観光・宿泊・飲食等事業者・商工事業者等の事業継
続支援等に係る経費を交付対象経費とする。
③観光・宿泊・飲食等事業者・商工事業者等

980,000 980,000 16事業者

　コロナ以前と比較し，売上げが
減少した事業者に支援金を交付す
ることで，事業者の継続支援を
図った。

企画観光課

4 感染予防対策事業

①公共施設においてのコロナ感染症予防対策を実施す
るため，必要物品の整備を図る。
②感染予防対策に係る物品購入に係る消耗品等の経費
を交付対象経費とする。
③公共施設

550,000 550,000
感染予防対策物品１５器
オートディスペンサー５器

　公共施設においてコロナ感染症予
防対策を実施することができた。

保健福祉課
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5 感染者等対策事業

①感染が判明した場合には，島内の医療資源が限られ
ているため緊急輸送により本土（島外）への入院とな
るが帰路に関しては自己負担により帰路につくことに
なるため，その費用に対する助成をすることも目的に
する。行政検査の対象とならたなかった方を対象に感
染拡大防止のためにいち早くPCR検査を実施し，その
後の対策を速やかに実施できるための費用負担に対し
支援をすることを目的とする。さらに，行政検査を受
けるもののうち自己負担分についても助成をしようと
するもの。さらに自宅療養者等の移動に対し支援しよ
うとするものである
②助成金　380千円，報酬50千円を交付対象経費とす
る。
③検査帰島，移動支援対象者及びこれらに係る者

1,278,180 1,180,000
PCR検査助成
帰島助成

　PCR検査を受ける方で自己負担
分全額助成することにより，受け
たい方が負担がなく検査を受ける
事ができた。
　その結果，新型コロナウイルス
感染拡大防止につなげる事ができ
た。
　また，感染が判明し島外へ緊急
搬送となった場合帰路に関しては
自己負担となっており，感染者の
負担があったが，その負担を支援
することができた。

保健福祉課

6 島外就学学生等支援事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、奄美大島
外で生活し就学を続けていくことに不安を抱える学生
の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、学生
等が就学をあきらめることがないよう支援する。
②支援金に係る助成金等の経費を交付対象経費とす
る。
③島外就学学生等の保護者

1,300,000 1,300,000 保護者29名に支援金を支給
　支援金を支給することにより不
安を抱える学生の保護者を支援す
ることができた。

保健福祉課

7
集落伝統行事自粛関連助
成金

①本村に所在する11集落は集落民の字費の他，豊年祭
等などの伝統行事開催により，集落内外の方々から寄
付を募り，集落の運営費としているが，今年は新型コ
ロナウイルス感染防止のため，人の集まる伝統行事が
中止となり，集落運営の財源となる寄付が募れない状
況となっている。このため村内各集落に集落運営助成
金を支給し，集落運営の支援を図る。
②集落運営助成金に係る経費を交付対象経費とする。
③村内11集落

3,100,000 3,100,000 11集落に集落運営助成金を支給

　コロナの影響により，集落行事
が中止となり，集落運営に必要な
財源となる寄付が募れない状況で
あったが，集落運営助成金を交付
し，集落運営の安定化を図ること
ができた。

企画観光課


